
 

令和７年度事業計画書  

 （自 令和７年６月１日 至 令和８年５月３１日） 

 

 

Ⅰ．ダストコントロールシステム及び清掃科学全般に関する調査研究並びにこれ

らに関する知識の普及事業（定款第４条１号） 

 

１. ｢科学的清掃知識の普及｣のための諸問題をテーマとし、特に、レンタル用

ダストコントロールマット等ダストコントロール商品の消費者に対する普及

活動並びに産業廃棄物のリサイクル等の問題について、関係機関と連携を図

りつつ調査研究を推進する。 

 

Ⅱ．ダストコントロール事業における洗浄・加工技術及び品質・サービス改善に

関する調査研究及び普及指導事業（定款第４条２号） 

 

１. 厚生労働省の認定を得たダストコントロール製品に関する衛生管理要項、

ロールタオルの衛生管理に関する自主基準、レンタル用ダストコントロール

マットの取扱に関する自主基準等、協会の自主管理運営、特にコンプライア

ンス(法令遵守)について引続き徹底を図る。 

 

２. ダストコントロール業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準認定制

度（仮）を作成する。 

 

３. ダストコントロール製品性能評価認定事業実施要綱に基づきマットに関す

る性能評価事業を実施する。 

 

４. 協会機関紙ＤＣジャーナルにダスコンアカデミーとして、技術委員会監修

のダストコントロール関係研究事項等を掲載し、会員の事業従事者に知識、

情報を伝達し、資質の向上を図る。 

 

５. 当協会の技術委員会を定例会議として開催し、専門的な見地からのダスト

コントロール事業に対する調査研究を引続き行う。 

 

６. 当協会の総務委員会を定例会議として開催する。 

また、委員会メンバーが担当役員に同行して、地域ブロック会役員会等に参

加し、支部活動等について協議を行う。 

 

Ⅲ．ダストコントロール事業における衛生・環境の諸問題に関する調査研究及び

予防技術の普及指導事業（定款第４条３号） 



 

１. 厚生労働省及び環境省との連携を密にし、厚生労働行政、環境行政等の情

報収集に努め、業界活動の一助とする。 

 

Ⅳ．ダストコントロール事業の経営の合理化等に関する方策の研究及び推進事

業（定款第４条４号） 

 

１. 当協会において、業界の更なる発展を目指して公益事業の実施や地域活動

の活性化及び会員間の情報交換等を図る。 

 

２. 各地域支部の活性化を図るため、各地域ブロック会及び都道府県支部会（以

下「県支部会」という。）において次の活動を行う。 

 

（1） 各地域支部の円滑なる運営を図るため、地域ブロック会総会を年１回(６

月)、県支部会全体会議を年１回（６月）開催する。 

 

（2） 事業の適正な運用を行うため、地域ブロック会役員会を定例的に年３回

(６月、１１月、２月)、県支部会役員会を年２回（５月、１月）開催する。 

 

（3） 原則として、各県支部会単位ごとに協同して次の活動を行う。 

 

①  地域における社会貢献及び会員の協調性を図るため、春及び秋のゴ

ミゼロの日（５月３０日、１０月３０日）の事業やクリーンアップ事

業等の奉仕活動を行う。 

 

②  会員の資質や環境意識の向上及び違法駐車取締り強化の対策を図るた

め、交通安全講習会、講演会等を開催する。 

      また、それぞれの地域の実態を把握し、最寄りの警察署に積極的に陳

情を行う。更に、環境（Ｅｃｏ）に関する講習会を実施する場合、本部

は、講師の派遣斡旋や費用の一部の助成を行う。 

 

③  各地域ブロック会又は県支部会単位で会員相互の連携と交流の促進を

図り、併せて各種団体に対する寄付等の実践活動を行う。 

 

④  各地域、地方自治体等が行う公益活動等に積極的に参加し、業界活動

の理解を得るよう努める。 

 

３. ダストコントロール業務に従事する者の資質の向上及び人材育成を行うた

め、講習会事業を実施する。 



 

４. 地域ブロック会に対して費用の一部を協会本部より助成する。 

 

５. ダストコントロール製品について、国民の理解を得るため、性能評価事業

の実施や環境にやさしいエコマーク商品の普及に努めるとともに、第一線で

営業活動を行う従事者を通じて積極的に消費者の理解を得るよう努める。 

 

６. 各地域支部の組織の充実強化等協会発展のため著しく貢献のあった者、ま

たは、ダストコントロール業界の発展のため著しく貢献のあった者に対し表

彰を行う。 

 

７. 交通安全思想の普及の一環として、無事故・無違反者に対する表彰を行う。 

 

８. 地域によっては大きな問題となっている違法駐車取締に対する対応策につ

いて関係機関と連絡を密にして対応を図る。 

 

９. 本部及び各地域支部における会員管理の充実を図る。 

 

Ⅴ．ダストコントロール製品の使用その他の需要に関する調査研究事業（定款第４条５号） 

 

１. 定例のダストコントロール市場の調査を継続する。なお、その結果は、集

計、分析し、機関紙ＤＣジャーナル(５月号)及びホームページに発表する。 

 

       実施予定   令和８年２月 

       調査対象期間 令和７年１月～令和７年１２月 

 

Ⅵ．広報事業 

 

１. ダストコントロール協会の事業活動を広くＰＲするため、協会パンフレッ

ト、ホームページの活用や本部からの通知による情報提供を行うなど広報活

動の充実強化を図る。 

 

２. 会員・賛助会員等及び関係諸機関への広報活動として、年４回（８月、１１

月、１月、５月）機関紙「ＤＣジャーナル」を発行する。 

 なお、ＤＣジャーナルに｢会員便り｣のコーナーを設け広く投稿を呼びかける。 

 

３. 令和７年５月３０日(金)(ゴミゼロの日)に例年通り実施、また、協会のＳ

ＤＧｓへの取り組みとして１０月３０日（木）（秋のゴミゼロの日）に全国規

模での清掃事業活動を各地域において実施貢献し、併せて広報活動を行う。 



 

Ⅶ．ＳＤＧｓへの取り組み 

 

１. 当協会の目的である「ダストコントロール事業の適正な運営と発展を図り、

もって国民の文化的で衛生的な環境づくりに寄与する」ための事業の一環

として、当協会のＳＤＧｓへの取り組みを進める。 

（１）ダストコントロールレンタルシステムによるリデュース・リユース・

リサイクルを推進する。 

（２）無事故無違反表彰者３，０００名を目指す。 

（３）環境美化運動（ゴミゼロ事業）１００万人の参加を目指す。 

 

 

Ⅷ．通常総会、理事会の開催 

 

１. 通常総会は、令和７年７月８日(火)、軽井沢プリンスホテルにおいて開催す

る。 

 

２. 第１回理事会は、令和７年 ７月、軽井沢において開催する。 

第２回理事会は、令和７年１０月、オンラインにて開催する。 

第３回理事会は、令和８年 １月、東京において開催する。 

第４回理事会は、令和８年 ５月、オンラインにて開催する。 

 

３. 全国地域ブロック会長等会議 

全国地域ブロック会長等会議を通常総会と併せて開催する。 

 


